
－3－

　国、地方公共団体の会計は、予算決算及び会計令又は地方自治法施行令の規定により、その歳

入又は歳出の所属会計年度が定められており、これらの規定において、一定の収入又は支出につ

いては、発生年度を基準として年度経過後の一定の期間（出納整理期間）内の収入又は支出をそ

の発生年度の決算に計上し、これにより得ないものについては、現金の収支の事実の属する会計年

度の所属として整理するなど、一般の民間企業とは異なる会計処理が行われています。

　このため、資産の譲渡等の時期の原則を国、地方公共団体に適用することは、国、地方公共団

体の会計処理の実情と著しくかけ離れたものになります。

　そこで、国又は地方公共団体が行った資産の譲渡等については、次のような特例が設けられて

います。

　なお、この特例は、地方公営企業にも適用されます。地方公営企業については、P19をご参照

ください。

　国又は地方公共団体に準ずる法人として納税地の所轄税務署長の承認を受けた公共・公益法

人等についても、資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行った時期について、その対価を収納すべ

き又は費用の支払をすべき課税期間の末日に行われたものとすることができます。

　ただし、承認を受けることができるのは、消費税法別表第三に掲げる法人のうち、法令又は

その法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める会計処理の方法が、国又は地方公共団

体の会計処理の方法に準じて、収入・支出の所属会計年度について発生主義以外の特別な会計

処理により行うこととされている法人です。

３　資産の譲渡等の時期の特例

⑴ 資産の譲渡等の時期の原則

　国内取引に係る消費税の納税義務は、課税資産の譲渡等をした時（又は特定課税仕入れをし

た時）に成立します。

　この場合の「課税資産の譲渡等をした時」とは、原則として、①資産の譲渡については引渡

しのあった日、②資産の貸付けについては使用料等の支払いを受けるべき日、③役務の提供に

ついては目的物の全部を完成して引き渡した日又は役務の提供の全部を完了した日、とするこ

ととされています。

　また、保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の納税義務は、課税貨物を保税地域

から引き取る時に成立します。

⑵ 国、地方公共団体、公共・公益法人等の資産の譲渡等の時期の特例

■ 国、地方公共団体

■ 公共・公益法人等

区    分 特 例 の 内 容
国 地方公共団体

歳入・歳出の会計年度所属区分の法令

資産の譲渡等の時期

課税仕入れ等の時期

予算決算及び会

計令第１条の２

《歳入の会計年

度所属区分》

地方自治法施行令

第142 条《歳入の

会計年度所属区

分》

予算決算及び会

計令第２条《歳出

の会計年度所属

区分》

地方自治法施行令

第143 条《歳出の

会計年度所属区

分》

左記法令の規定によりその対

価を収納すべき会計年度の末

日に行われたものとすること

ができる。

左記法令の規定によりその費

用の支払をすべき会計年度の

末日に行われたものとするこ

とができる。

２　国、 地方公共団体の会計単位による納税義務の特例

　消費税法においては、会社等の営利法人はもちろん、公共法人、公益法人等も法人ごとに納
税義務者となり、また、人格のない社団等は法人とみなされ、団体を単位として納税義務者と
なります。
　しかし、国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は特別会計を設けて行う
事業については、その行う事務の性質・内容が異なるため、一般会計又は個々の特別会計ごとに
一の法人が行う事業とみなして消費税法の規定を適用することとなっています。
　ただし、国又は地方公共団体が特別会計を設けて行う事業であっても、「専らその特別会計を
設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計」については、一般
会計に係る業務として行う事業とみなされます（ここでいう「専ら」とは、その特別会計が行う
資産の譲渡等の対価の合計額のうちにその特別会計が一般会計に対して行う資産の譲渡等の対
価の合計額の占める割合が95％以上である場合をいいます。）。

［参考］ 納税義務の免除及び課税事業者の選択

届出の手続

　国、地方公共団体、公共・公益法人等においても、基準期間における課税売上高が 1,000 万円

以下の場合には、 消費税の納税義務が免除されますが(注)、 選択により課税事業者となることが

できます。

　例えば、基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下の下水道事業特別会計が設備投資を行

った場合など、申告をすれば消費税が還付となる場合でも、課税事業者でないと消費税の申告を

することができませんので、申告をして消費税の還付を受けるためには、あらかじめ課税事業者

になることを選択しておく必要があります。

（注）基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(その事業年度の前事業年度

　開始の日以後６か月の期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、当課税期間から課税
　事業者となります。
　　なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判
　定することもできます。
　　また、適格請求書発行事業者の登録を受けている間は、納税義務は免除されません。
　　その他、納税義務の免除の特例について、詳しくはパンフレット「消費税のあらまし」をご覧くださ
　い（国税庁ホームページからダウンロードできます。）。

▼ 課税事業者になることを選択しようとするとき

　免税事業者の方が、課税事業者になることを選択しようとするときには、「消費税課税事業

者選択届出書」を提出することにより課税事業者になることができます。

　 この制度の適用を受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開

始する日の前日までに、「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する

必要があります。

▼ 課税事業者を選択していた事業者が選択をやめようとするとき

　　「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている方が、免税事業者に

戻ろうとするときには、免税事業者に戻ろうとする課税期間の開始する日の前日までに、「消

費税課税事業者選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

　 ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった方は、一定期間（原

則として２年間）は免税事業者に戻ることはできません。

　なお、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、その取消しを受けようとする

課税期間の初日から起算して 15 日前の日までに「適確請求書発行事業者の登録の取消しを求

める旨の届出書」も提出する必要があります。
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